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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃棄物の焼却灰に、高炉スラグおよび石炭灰のいずれか一方または両方を混合し、Al≧
2.0mol／kg、Ca≧3.0mol／kgおよびSi／Al≧１を満足する成分組成に調整し、その後、水
を加えてから80℃以上および６時間以上の熱処理を施して固化し、該固化体を粉砕してか
ら接合剤を添加して再度固化することを特徴とする廃棄物の処理方法。
【請求項２】
　前記接合剤がセメントである請求項１に記載の廃棄物の処理方法。
【請求項３】
　前記熱処理は、水蒸気雰囲気下で行う請求項１または２に記載の廃棄物の処理方法。
【請求項４】
　前記熱処理は12時間以上で行う請求項１、２または３に記載の廃棄物の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、都市廃棄物や産業廃棄物などの廃棄物、特に有害な重金属などを含有する廃
棄物について、その有害物質の溶出をまねくことのない安全な処理方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば、都市ごみと呼ばれる都市廃棄物は、焼却して減量化をはかった上で該焼却灰を
最終処分場に廃棄するのが一般的であり、産業廃棄物についても最終処分場に廃棄するの
は同様である。
【０００３】
　しかしながら、近年は廃棄物も多様化し、プラスチックや乾電池類の増加に伴って、カ
ドミウム（Ｃｄ）、鉛（Ｐｂ）、クロム（Ｃｒ）、水銀（Ｈｇ）、銅（Ｃｕ）などの重金
属の含有比率が高まってきている。これらの重金属は廃棄物焼却後の焼却灰の中に残存し
、最終処分場に廃棄した焼却灰から溶出あるいは飛散する重金属による環境汚染が問題に
なってきた。
【０００４】
　重金属類は、発癌性を有し、また臓器に障害を与えるなど、生体に対して毒性を持つも
のが多い。例えば、鉛は、カドミウム、水銀およびクロムなどと同様、腎臓や神経系統に
悪影響を及ぼし、また血液成分のヘム合成を阻害することが知られている。
【０００５】
　従って、かような有害成分を含む廃棄物焼却灰は、有害廃棄物と見做され、現在、都市
ごみは、特別管理一般廃棄物として、十分な重金属の溶出量の抑制が求められるに到って
いる。
【０００６】
　この重金属類の溶出抑制の観点から、セメント類または薬剤による固化処理や、高温で
溶融化してスラグとする溶融処理など、様々な処理が行われている。
　上記の薬剤による処理には、ポリエチレンイミンにジチオカルボキシル基の結合したポ
リマーや、ジブチルジチオカルバミン酸塩などの低分子の液体有機薬剤が多用されている
。この液体有機薬剤は、鉛の安定化に優れているが、セメントと比較して価格が極めて高
いことから、処理費用が嵩む上、溶出の安定した抑制が長期間にわたって保証されていな
いところに問題を残していた。
【０００７】
　すなわち、廃棄物の処理は、有害な重金属が長期間にわたって再溶出しないことが求め
られている。なぜなら、廃棄物を処理した当初は重金属が処理物中で安定化されていても
、長期の保管で処理物中から重金属が洩れ出した場合、最終処分場において防水シートが
破れる事態が重なると、地下に重金属類が洩れだし、地下水を通して人体に影響を与える
危険があるからである。従って、有害重金属の溶出を長期間にわたって可能な限り抑制す
ることが重要になる。
【０００８】
　一方、高温で溶融化してスラグにして処理する手法は、有害重金属の溶出抑制に有効で
あるが、処理費用が嵩むことが大きな問題になる。
　また、セメントによる固化処理は、他の溶融固化や薬剤処理と比較して、重金属の溶出
抑制効果が小さいことが問題であった。
【０００９】
　かような背景から、特許文献１では、鉄粉、非晶質水酸化アルミニウム、二酸化珪素、
珪酸塩および燐酸塩の少なくとも１種からなる廃棄物処理材を使用することが提案されて
いる。
　しかしながら、廃棄物処理材の添加成分が多いために、廃棄物処理材自体にコストがか
かり、廃棄物の処理を低コストで行うことが難しいところに問題を残していた。
【特許文献１】特開平９－２３９３３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記の都市廃棄物や産業廃棄物の焼却灰から、そこに含まれる有害な重金属
などが長期間にわたって再溶出しない、廃棄物焼却灰の安定化処理を低コストで実現する
ための方途について、提案することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　発明者らは、上記の従来の廃棄物処理における問題点を解決するための手段について鋭
意検討した結果、焼却灰を固化して処理する際に、まず特定３成分の含有量を調整するこ
と、そして適正な養生を行ってから一度破砕して再度固めること、が廃棄物の安定した処
理の実現に有効であることを知見し、本発明を完成するに到った。
【００１２】
　すなわち、本発明の要旨は次のとおりである。
（１）廃棄物の焼却灰に、高炉スラグおよび石炭灰のいずれか一方または両方を混合し、
Al≧2.0mol／kg、Ca≧3.0mol／kgおよびSi／Al≧１を満足する成分組成に調整し、その後
、水を加えてから80℃以上および6時間以上の熱処理を施して固化し、該固化体を粉砕し
てから接合剤を添加して再度固化することを特徴とする廃棄物の処理方法。
【００１３】
（２）前記接合剤がセメントである前記（１）に記載の廃棄物の処理方法。
【００１４】
（３）前記熱処理は、水蒸気雰囲気下で行う前記（１）または（２）に記載の廃棄物の処
理方法。
【００１５】
（４）前記熱処理は12時間以上で行う前記（１）、（２）または（３）に記載の廃棄物の
処理方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、上記の都市廃棄物や産業廃棄物の焼却灰を、そこに含まれる有害な重
金属などが長期間にわたって再溶出しない形で、安定して処理することができる。また、
焼却灰に含まれている成分を利用して焼却灰の安定化をはかるため、特に低コストでの安
定化処理が実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、本発明の廃棄物の処理方法について図面を参照して具体的に説明する。
　本発明の廃棄物の処理方法は、廃棄物の焼却灰を固化（以下、一次固化という）し、こ
の一次固化体を破砕し、この破砕物にセメントを加えて再度固化（以下、二次固化という
）する工程からなる。
【００１８】
　具体的には、図１にフローチャートを示すように、処理対象である廃棄物の焼却灰を一
次固化するに先立ち、まず、一次固化に供する焼却灰の成分をAl≧2.0mol／kg、Ca≧3.0m
ol／kgおよびSi／Al≧１を満足する組成に調整する。
【００１９】
　すなわち、焼却灰の成分組成は、主に重金属類の吸着効率の観点から規定するものであ
り、Pbの吸着について種々の実験を行った結果、組成範囲を限定するに到った。
【００２０】
　まず、Siの含有量を種々に変化させた焼却灰に関して、Pbの吸着量を調査した。なお、
Si以外の成分は、Al：2.25mol／kgと共通にした。その調査結果を、図２に示す。
【００２１】
　ここで、図２において、横軸の平衡濃度は、Pb+2濃度が50mg／ｌの溶液に試料を入れ、
平衡状態に達した後の溶液中のPb+2の濃度であり、一方縦軸のPb吸着量は、溶液中から試
料が吸着したPbの量を試料の質量で除した値である。
【００２２】
　同図から、焼却灰中のSiの含有量を2.0mol／kg以上とすることによって、Pb吸着量が格
段に上昇することがわかる。なお、上限は、焼却灰を安全に処理する観点からは特に規定
する必要はないが、Siの量が増えると焼却灰の処理量が減ることを考慮して使用量を決定
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【００２３】
　さらに、Alの含有量を種々に変化させた上でSiの含有量も変化させた焼却灰に関して、
Pbの吸着量を調査した。なお、AlおよびSi以外の成分は廃棄物の焼却灰由来のままで特に
成分調整はしていない。その調査結果を、図３に示す。なお、図３における平衡濃度およ
びPb吸着量は、図２の場合と同様である。
【００２４】
　図３から、Pbの吸着効果は、Al量の影響が大きいことがわかる。すなわち、Alと同量の
Siを超えるSiは、焼却灰の安定に寄与していないものと推定されるため、焼却灰中の比Al
／Siを１とした。
【００２５】
　また、Caの含有量を種々に変化させた焼却灰に関して、後述する二次固化後の最終形態
における圧縮強度を調査した。なお、Ca以外の成分は、廃棄物の焼却灰由来のままで特に
成分調整はしていない。また、焼却灰の一次固化条件は、高炉スラグ微粉末およびフライ
アッシュを混合した焼却灰と水を質量比で１：0.6になるように混合した。ただし、焼却
灰の質量は絶乾状態である。二次固化条件は、一次固化灰とポルトランドセメントと水を
質量比で２：１：１となるよう混合した。ただし、一次固化灰の質量は絶乾状態である。
その調査結果を、図４に示す。
【００２６】
　ここで、図４において、縦軸の二次固化体の圧縮強度は、JIS A 1108に従って測定した
。
【００２７】
　図４から、焼却灰中のCaの含有量を3.0mol／kg以上とすることによって、一般的なコン
クリート構造物の脱型可能な時期の目安となる、二次固化体の圧縮強度５Ｎ／mm２が得ら
れることがわかる。従って、焼却灰中のCaの含有量は3.0mol／kg以上とする。なお、上限
は特に設けないが、Caの含有量が増えると焼却灰の処理量が減ることを考慮して使用量を
決定すればよい。
【００２８】
　かような焼却灰における特定成分の調整は、種々の由来の廃棄物による焼却灰を用いて
、さらに高炉スラグの粉末や石炭灰を適宜の量で添加することによって行う。例えば、様
々な廃棄物に由来した焼却灰の成分組成を、表１に示すように、焼却灰の由来廃棄物種に
よって成分組成は異なるため、本発明に従う特定成分の規定を実現するには、高炉スラグ
の粉末や石炭灰の添加が必要になる。特に、Siは焼却灰中に含まれない場合が多く、また
その測定が難しいことから、予めSi含有量が明確である高炉スラグの粉末や石炭灰によっ
て、Si量の調整を行うことが好ましい。
　具体的には、図５に示す要領で行うことができる。
【００２９】
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【表１】

【００３０】
　次いで、焼却灰に、高炉スラグ粉末および石炭灰を混合して、Al≧2.0mol／kg、Ca≧3.
0mol／kgおよびAl／Si≧１に成分調整したならば、これに、練り混ぜ可能な範囲でできる
限り少量の水を、加えて混練を行う。ここに、多量の水を加えると軟弱な一次固化体とな
り、水が少ないと、十分な化学反応を期待できない。好ましくは、焼却灰に高炉スラグ微
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粉末およびフライアッシュを混合した粉体の絶乾質量に対して全水量が0.6程度である。
【００３１】
　かくして得られた混練物は、図１に示すように、一次固化に供する。この一次固化では
、80℃以上の温度で６時間以上保持する熱処理を行うことが肝要である。
【００３２】
　高炉スラグ微粉末および石炭灰を加えて、Si：1.76～2.46mol／kg、Al／Si＝1.0となる
ように調整した焼却灰を、種々の温度で熱処理した際のPbの吸着量を調査した。なお、熱
処理における保持時間は12時間と共通にした。その調査結果を、図６に示す。なお、図６
における平衡濃度およびPb吸着量は、図２の場合と同様である。
【００３３】
　図６（ｂ）および（ｃ）から、熱処理温度を80℃以上にすることによって、Pb吸着量が
格段に上昇することがわかる。従って、熱処理温度を80℃以上とする。熱処理温度を上げ
ると水和反応に使われる水が蒸発するおそれがある。従って上限は、水が沸騰しない程度
とすることが好ましい。
【００３４】
　また、高炉スラグ微粉末および石灰灰を加えて、Al：2.6mol／kg、Si：3.00mol／kg、C
a：2.4mol／kgに調整した焼却灰に水を混合したものを、80℃の温度で熱処理する際の保
持時間を種々に変化して、Pbの吸着量を調査した。その調査結果を、図７に示す。なお、
図７における平衡濃度およびPb吸着量は、図２の場合と同様である。
【００３５】
　同図から、熱処理時の保持時間は、長いほどPb吸着量は上昇するが、６時間以上であれ
ば十分な特性が得られることがわかる。従って、熱処理時の保持時間を６時間以上とする
。
【００３６】
　次いで、一次固化体を破砕する。
　その後、破砕した一次固化体に接合剤、例えばポルトランドセメントを主成分とするセ
メントと水を加えて、室温で好ましくは24時間以上または、蒸気養生で少なくとも６時間
以上養生すれば、一連の処理が終了する。
【００３７】
　ここで、セメントは、一次固化灰とセメントの質量比が２：１となるようにし、水はで
きる限り少ない量で混合することが好ましい。
【実施例】
【００３８】
　表１に示した種々の焼却灰に、表２に示す条件に従って、高炉スラグ粉末および石炭灰
を混合し、この混合物に、質量比で混合物５に対して３の量の水を加えてモルタルミキサ
ーで２分間混練したのち、表２に示す条件に従って一次固化を行い、ついで、0.15～５mm
の条件で一次固化体を破砕し、その後、この破砕物に、質量比で破砕物２に対して１の量
のセメントおよび同１～1.53の量の水を加えて、モルタルミキサーで２分間混練し、室温
で24時間の養生を行って二次固化させた。なお、混合物の組成は、表２に示す通りである
。
【００３９】
　上記した一次固化体についてはPb吸着量を調査し、さらに二次固化体については圧縮強
度を調査した。なお、Pb吸着量は、100mlポリ容器に、鉛濃度50mg／ｌ、pH12.5に調整し
た試料溶液100mlと一次固化体（0.005～5.0ｇ）を添加して、25℃、100rpmで24時間振と
うを行った。振とう後の溶液は、ガラス繊維ろ紙GC-50を用いてろ過し、ICP発光分析装置
を用いて、銅濃度の定量を行った。これを平衡濃度とし、さらに、下記の式から鉛吸着量
を算出した。
　吸着量(mg／ｇ)＝(50(mg／ｌ)－平衡濃度(mg／ｌ))×0.1(ｌ)／試料量(ｇ)
にて測定した。
　また、圧縮強度は、図４に示した実験の場合と同様である。
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【００４０】
　Pb吸着量および圧縮強度の調査結果を表２に併記するように、本発明の条件を満足して
処理された焼却灰は、Pbの溶出が（環境庁告示１３号法による鉛溶出量を超えない範囲に
）確実に抑制され、しかも必要強度は十分に満足されるものであった。
【００４１】
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【表２】

【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の廃棄物の処理方法の手順を示すフローチャートである。
【図２】Al含有量とPb吸着量および平衡濃度との関係を示す図である。
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【図３】Al／SiとPb吸着量および平衡濃度との関係を示す図である。
【図４】Ca量と二次固化体における強度との関係を示す図である。
【図５】焼却灰に高炉スラグ粉末および石炭灰を混合する際の手順を示す図である。
【図６】熱処理温度とPb吸着量および平衡濃度との関係を示す図である。
【図７】熱処理の保持時間とPb吸着量および平衡濃度との関係を示す図である。

【図１】 【図２】



(10) JP 4967131 B2 2012.7.4

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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